
 平成２７年度消防局重点事業の実施結果をお知らせします。 

 引き続き、市民の皆様の安全で安心な暮らしを支えるため、全職員が一丸となって各種

事業に全力で取り組んで参りますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 

運営方針１：社会情勢の変化及び消防需要等に対応した消防力の整備、人材育成の推進と

地域消防防災の中核的役割を担う消防団体制の充実強化 

社会情勢の変化及び消防需要等に対応した本市消防力の基準の見直し 

⇒本市消防力の基準の見直しを実施 

 

地域消防防災の中核的役割を担う消防団体制の充実強化 

 ⇒デジタル無線機及び救命胴衣を整備 

 

新たな教育体制の推進 

 ⇒すべての教育訓練を検証評価し、その結果を平成２８年度のカリキュラムに反映 

 

 

運営方針２：多様化する災害から市民の生命と財産を守る消防活動体制の充実強化 

 

大規模・広域災害に対する即応体制強化 

 ⇒第 5 回緊急消防援助隊全国合同訓練に参加 

 

応急手当普及啓発活動及び救急需要対策の推進 

 ⇒応急手当 WEB 講習（e-ラーニングを用いた救命講習）の開催（116 回 1,899 人） 

 ⇒応急手当ジュニアインストラクターを活用した救命講習の開催（131 回） 

 

平成２７年度 消防局重点事業実施結果（概要版） 

■第 57 回千葉市消防団操法大会 ■初任科（新規採用職員）入校式 

■第 5 回緊急消防援助隊全国合同訓練 ■応急手当ｼﾞｭﾆｱｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰを活用した救命講習 



指令管制業務の技能向上及び均質化 

 ⇒各種訓練や研修を実施し、市民サービス及び指令管制技術を向上 

 

救助隊、消防隊及び救急隊との連携訓練による航空消防活動の強化 

 ⇒救助隊及び救急隊との連携訓練の実施（24 回） 

 

 

 

運営方針３：社会情勢等の変化に対応した火災予防対策等の推進及び 

高度で専門的知識を有する予防要員の育成 

 

火災原因調査体制の充実強化 

 ⇒火災調査に係る研修の実施 

（電気火災・ガス機器火災・車両火災鑑識、実規模建物実習等） 

※火災原因不明率 1.79%（目標値 3.00%以下） 

 

火災危険性の高い防火対象物に対する違反処理の充実並びに危険物製造所等及び 

特定事業所の保安確保 

 ⇒危険物製造所等及び特定事業所に対する立入検査を実施（847施設） 

 

指導業務における人材育成 

 ⇒危険物防災講習会等の各種教育を実施 

 

■航空隊連携訓練（水難） 

■火災調査研究発表会 ■危険物製造所等に対する立入検査 

■システム障害の発生を想定した対応訓練 ■救助隊と連携した航空救助訓練 


